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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ガラス製品であって、
　前記ガラス製品は、キャピラリー電気泳動装置用のキャピラリー又はマイクロチップ電
気泳動装置若しくはポンプ式泳動装置用のマイクロチップであると共に、
　当該ガラス製品の少なくとも内面が処理剤によって処理されており、
　該処理剤は、
　一般式（１）
【化１】

で表される化合物、
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　一般式（２）
【化２】

で表される化合物、並びに
　該一般式（１）で表される化合物及び該一般式（２）で表される化合物の組み合わせ
からなる群より選択される第一の化合物、並びに
　一般式（３）

【化３】

で表される化合物及び
　一般式（４）
【化４】

で表される化合物
からなる群より選択される第二の化合物を含み、
　一般式（１）において、
　　ｍ１は、１以上の整数であり、
　　ｎ１は、１以上４以下の整数であり、
　　Ｘ１１、Ｘ１２、及びＸ１３は、それぞれ独立に、アルキル基、アルコキシ基、及び
ハロゲン原子からなる群より選択される基であると共にＸ１１、Ｘ１２、及びＸ１３の少
なくとも一つは、アルコキシ基及びハロゲン原子からなる群より選択される基であり、
　一般式（２）において、
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　　ｍ２は、１以上の整数であり、
　　ｎ２は、１以上４以下の整数であり、
　　Ｘ２１、Ｘ２２、及びＸ２３は、それぞれ独立に、アルキル基、アルコキシ基、及び
ハロゲン原子からなる群より選択される基であると共にＸ２１、Ｘ２２、及びＸ２３の少
なくとも一つは、アルコキシ基及びハロゲン原子からなる群より選択される基であり、
　一般式（３）において、
　　ｍ３は、１以上の整数であり、
　　Ｒ１は、陽性基を含む基であり、
　　Ｘ３１、Ｘ３２、及びＸ３３は、それぞれ独立に、アルキル基、アルコキシ基、及び
ハロゲン原子からなる群より選択される基であると共にＸ３１、Ｘ３２、及びＸ３３の少
なくとも一つは、アルコキシ基及びハロゲン原子からなる群より選択される基であり、
　一般式（４）において、
　　ｍ４は、１以上の整数であり、
　　Ｒ２は、陰性基を含む基であり、
　　Ｘ４１、Ｘ４２、及びＸ４３は、それぞれ独立に、アルキル基、アルコキシ基、及び
ハロゲン原子からなる群より選択される基であると共にＸ４１、Ｘ４２、及びＸ４３の少
なくとも一つは、アルコキシ基及びハロゲン原子からなる群より選択される基である
ことを特徴とするガラス製品。
【請求項２】
　ｍ１、ｍ２、ｍ３、及びｍ４の少なくとも一つは、２以上の整数であることを特徴とす
る請求項１に記載のガラス製品。
【請求項３】
　ｍ１、ｍ２、ｍ３、及びｍ４の少なくとも一つは、６以下の整数であることを特徴とす
る請求項１又は２に記載のガラス製品。
【請求項４】
　Ｘ１１、Ｘ１２、Ｘ１３、Ｘ２１、Ｘ２２、Ｘ２３、Ｘ３１、Ｘ３２、Ｘ３３、Ｘ４１
、Ｘ４２、及びＸ４３の少なくとも一つは、メトキシ基及びエトキシ基からなる群より選
択されるアルコキシ基であることを特徴とする請求項１乃至３のいずれか一項に記載のガ
ラス製品。
【請求項５】
　前記陽性基は、アミノ基、第一のアルキル基で置換されたアミノ基、アンモニウム基、
第二のアルキル基で置換されたアンモニウム基からなる群より選択される基を含むことを
特徴とする請求項１乃至４のいずれか一項に記載のガラス製品。
【請求項６】
　前記第一のアルキル基及び前記第二のアルキル基の少なくとも一つは、メチル基、エチ
ル基、プロピル基、及びイソプロピル基からなる群より選択されるアルキル基であること
を特徴とする請求項５に記載のガラス製品。
【請求項７】
　前記陰性基は、カルボキシル基、カルボン酸塩の基、スルホン酸基、スルホン酸塩の基
、リン酸基、リン酸塩の基からなる群より選択される基を含むことを特徴とする請求項１
乃至４のいずれか一項に記載のガラス製品。
【請求項８】
　前記第一の化合物は、前記一般式（２）で表される化合物であることを特徴とする請求
項１乃至７のいずれか一項に記載のガラス製品。
【請求項９】
　前記第一の化合物の物質量及び前記第二の化合物の物質量の総量に対する、前記第一の
化合物の物質量の総量の比は、０．８０以上であることを特徴とする、請求項１乃至８の
いずれか一項に記載のガラス製品。
【請求項１０】
　前記第一の化合物の物質量及び前記第二の化合物の物質量の総量に対する、前記第二の
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化合物の物質量の比は、０．０５以上であることを特徴とする、請求項１乃至９のいずれ
か一項に記載のガラス製品。
【請求項１１】
　試料に含まれる成分を分析する分析装置であって、
　請求項１乃至１０のいずれか一項に記載のガラス製品を含むことを特徴とする分析装置
。
【請求項１２】
　試料に含まれる成分を分析する分析方法であって、
　請求項１乃至１０のいずれか一項に記載のガラス製品を用いて、試料に含まれる成分を
分析することを特徴とする分析方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明の少なくとも一つの態様は、ガラス製品、分析装置及び分析方法の少なくとも一
つに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、生体試料に含まれるタンパク質又はペプチドのような成分を分離及び分析する方
法として、クロマトグラフィー法が挙げられる。また、クロマトグラフィー法に用いられ
る様々なクロマトグラフィー用充填剤が、開発されている。
【０００３】
　例えば、特開２００５－３３７７１３号公報（特許文献１）には、ホスホリルコリン基
と特定のイオン交換性の基、または、ホスホリルコリン基と疎水性の基、または、ホスホ
リルコリン基と芳香族とが基材表面に直接的に共有結合し、ＧＦＣモードとイオン交換モ
ードまたは／および逆相モードが混在した分離を実現しつつ、極めてタンパク質・ペプチ
ドの非特異的不可逆吸着が少ないクロマトグラフィー用充填剤を開示する。具体的には、
特許文献１には、Ｒ－ＯＰＯ３

－－（ＣＨ２）２－Ｎ＋≡で示される化合物（Ｒは炭素数
１～３０の任意の修飾鎖を表す。）と、Ｒ'ＣＯＯＨ、Ｒ'ＳＯ３

－、又はＲ'Ｎ＋Ｒ２Ｒ

３Ｒ４（各Ｒ'は炭素数１～３０の任意の修飾鎖を表す。Ｒ２、Ｒ３、Ｒ４は、それぞれ
独立に、メチル基、エチル基、プロピル基、イソプロピル基、ｎ－ブチル基、ｔ－ブチル
基である。）で示される化合物とが、基材表面に直接的に共有結合しているクロマトグラ
フィー用充填剤が開示されている。
【０００４】
　一方、生体試料に含まれるタンパク質又はペプチドのような成分を分離及び分析する方
法として、試料成分の電気泳動によって、生体試料に含まれるタンパク質又はペプチドの
ような成分を分離及び分析する電気泳動法も挙げられる。電気泳動法としては、ゲルを用
いる従来の電気泳動法が挙げられるが、近年、キャピラリー及びマイクロチップのような
微細な流路を通じた試料成分の電気泳動を用いる、キャピラリー電気泳動法及びマイクロ
チップ電気泳動法が、開発されてきた。キャピラリー電気泳動法及びマイクロチップ電気
泳動法においては、従来のゲルを用いる電気泳動法におけるよりも少ない試料及び短い時
間で、試料成分を分析することが可能である。また、キャピラリー電気泳動法においては
、キャピラリー管の内面を改質する技術が開発されてきている。
【０００５】
　例えば、特開２００５－１８７４５６号公報（特許文献２）には、電気泳動装置のキャ
ピラリー配管を改質する表面改質剤として、Ｘ１Ｘ２Ｘ３Ｓｉ－（ＣＨ２）ｍ－ＮＨ－（
ＣＨ２）２－ＯＰＯ３

－－（ＣＨ２）ｎ－Ｎ＋≡又はＸ１Ｘ２Ｘ３Ｓｉ－（ＣＨ２）ｍ－
ＮＨＣＯ－ＣＨ２－ＯＰＯ３

－－（ＣＨ２）ｎ－Ｎ＋≡で示されるホスホリルコリン基含
有化合物（式中、ｍは２～６、ｎは１～４である。Ｘ１、Ｘ２、Ｘ３は、それぞれ単独に
、メトキシ基、エトキシ基またはハロゲンである。ただし、Ｘ１、Ｘ２、Ｘ３のうち、２
つまではメチル基、エチル基、プロピル基、イソプロピル基、ブチル基、イソブチル基の
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いずれでも良い。）からなる表面改質剤が開示されている。特に、特許文献２に開示され
る表面改質剤によれば、タンパク質やポリペプチドの吸着が極めて少ないホスホリルコリ
ン基を、簡便かつ定量的に物体表面の微細構造を損なうことなく導入することができるこ
とが、開示されている。
【０００６】
　また、特開平７－６３７２８号公報（特許文献３）には、共有結合、吸着、又はイオン
結合によって内側表面に結合している、ホスホリルコリンのような両性イオン種を含む両
性イオン・コーティングを有する内側表面を備えたフューズドシリカからなる管より構成
される電気泳動に用いられるキャピラリ管が開示されている。そして、特許文献３に開示
される先行技術によれば、広範なｐＨ条件で電気浸透流を制御することができ、かつ、キ
ャピラリ管の内壁に分離されたサンプル成分が吸着することをふせぎ、分離能の向上をは
かることができることが、開示されている。
【０００７】
　しかしながら、特許文献２及び特許文献３に開示される先行技術を用いるキャピラリー
電気泳動法においては、キャピラリーの内面が、上記ホスホリルコリン基含有化合物又は
上記両性イオン種によって覆われるため、キャピラリー内の電気泳動媒体に生じる電気浸
透流が、必要以上に抑制されてしまう。その結果、このようなキャピラリー電気泳動法を
用いて分離及び分析される試料又は試料を分離及び分析する条件が、限定されてしまう。
すなわち、特許文献２及び特許文献３に開示される先行技術を用いるキャピラリー電気泳
動法においては、試料に含まれる成分を分離及び分析する能力が不十分であることがある
。
【特許文献１】特開２００５－３３７７１３号公報（特許請求の範囲、段落番号０００１
）
【特許文献２】特開２００５－１８７４５６号公報（請求項２及び３、段落番号００２７
及００３９）
【特許文献３】特開平７－６３７２８号公報（特許請求の範囲、段落番号０００７）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　本発明の第一の目的は、ガラス製品を提供することである。
【０００９】
　本発明の第二の目的は、分析装置を提供することである。
【００１０】
　本発明の第三の目的は、分析方法を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明の第一の態様は、ガラス製品であって、前記ガラス製品は、キャピラリー電気泳
動装置用のキャピラリー又はマイクロチップ電気泳動装置若しくはポンプ式泳動装置用の
マイクロチップであると共に、当該ガラス製品の少なくとも内面が処理剤によって処理さ
れており、該処理剤は、一般式（１）

【００１２】
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【化１】

で表される化合物、一般式（２）
【００１３】
【化２】

で表される化合物、並びに該一般式（１）で表される化合物及び該一般式（２）で表され
る化合物の組み合わせからなる群より選択される第一の化合物、並びに一般式（３）
【００１４】

【化３】

で表される化合物及び一般式（４）
【００１５】
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【化４】

で表される化合物からなる群より選択される第二の化合物を含み、一般式（１）において
、ｍ１は、１以上の整数であり、ｎ１は、１以上４以下の整数であり、Ｘ１１、Ｘ１２、
及びＸ１３は、それぞれ独立に、アルキル基、アルコキシ基、及びハロゲン原子からなる
群より選択される基であると共にＸ１１、Ｘ１２、及びＸ１３の少なくとも一つは、アル
コキシ基及びハロゲン原子からなる群より選択される基であり、一般式（２）において、
ｍ２は、１以上の整数であり、ｎ２は、１以上４以下の整数であり、Ｘ２１、Ｘ２２、及
びＸ２３は、それぞれ独立に、アルキル基、アルコキシ基、及びハロゲン原子からなる群
より選択される基であると共にＸ２１、Ｘ２２、及びＸ２３の少なくとも一つは、アルコ
キシ基及びハロゲン原子からなる群より選択される基であり、一般式（３）において、ｍ
３は、１以上の整数であり、Ｒ１は、陽性基を含む基であり、Ｘ３１、Ｘ３２、及びＸ３
３は、それぞれ独立に、アルキル基、アルコキシ基、及びハロゲン原子からなる群より選
択される基であると共にＸ３１、Ｘ３２、及びＸ３３の少なくとも一つは、アルコキシ基
及びハロゲン原子からなる群より選択される基であり、一般式（４）において、ｍ４は、
１以上の整数であり、Ｒ２は、陰性基を含む基であり、Ｘ４１、Ｘ４２、及びＸ４３は、
それぞれ独立に、アルキル基、アルコキシ基、及びハロゲン原子からなる群より選択され
る基であると共にＸ４１、Ｘ４２、及びＸ４３の少なくとも一つは、アルコキシ基及びハ
ロゲン原子からなる群より選択される基であることを特徴とするガラス製品である。
【００１６】
　本発明の第二の態様は、試料に含まれる成分を分析する分析装置であって、本発明の第
一の態様であるガラス製品を含むことを特徴とする分析装置である。
【００１７】
　本発明の第三の態様は、試料に含まれる成分を分析する分析方法であって、本発明の第
一の態様であるガラス製品を用いて、試料に含まれる成分を分析することを特徴とする分
析方法である。
【発明の効果】
【００１８】
　本発明の第一の態様によれば、ガラス製品を提供することが可能になる。
【００１９】
　本発明の第二の態様によれば、分析装置を提供することが可能になる。
【００２０】
　本発明の第三の態様によれば、分析方法を提供することが可能になる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２１】
　次に、本発明の実施の形態（実施形態）を説明する。
【００２２】
　（ガラス製品、分析装置及び分析方法）
【００２３】
　本発明の実施形態は、ガラス製品、分析装置及び分析方法に関する。
【００２４】
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　本発明の実施形態の第一の目的は、試料に含まれる成分をより良好に分析することが可
能なガラス製品を提供することである。
【００２５】
　本発明の実施形態の第二の目的は、試料に含まれる成分をより良好に分析することが可
能な分析装置を提供することである。
【００２６】
　本発明の実施形態の第三の目的は、試料に含まれる成分をより良好に分析することが可
能な分析方法を提供することである。
【００２７】
　本発明の実施形態の第一の態様は、ガラス製品であって、
　当該ガラス製品の少なくとも一部の面が処理剤によって処理されており、
　該処理剤は、
　一般式（１）
【００２８】

【化１】

で表される化合物、
　一般式（２）
【００２９】

【化２】

で表される化合物、並びに
　該一般式（１）で表される化合物及び該一般式（２）で表される化合物の組み合わせ
からなる群より選択される第一の化合物、並びに
　一般式（３）
【００３０】
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【化３】

で表される化合物及び
　一般式（４）
【００３１】

【化４】

で表される化合物
からなる群より選択される第二の化合物を含み、
　一般式（１）において、
　　ｍ１は、１以上の整数であり、
　　ｎ１は、１以上４以下の整数であり、
　　Ｘ１１、Ｘ１２、及びＸ１３は、それぞれ独立に、アルキル基、アルコキシ基、及び
ハロゲン原子からなる群より選択される基であると共にＸ１１、Ｘ１２、及びＸ１３の少
なくとも一つは、アルコキシ基及びハロゲン原子からなる群より選択される基であり、
　一般式（２）において、
　　ｍ２は、１以上の整数であり、
　　ｎ２は、１以上４以下の整数であり、
　　Ｘ２１、Ｘ２２、及びＸ２３は、それぞれ独立に、アルキル基、アルコキシ基、及び
ハロゲン原子からなる群より選択される基であると共にＸ２１、Ｘ２２、及びＸ２３の少
なくとも一つは、アルコキシ基及びハロゲン原子からなる群より選択される基であり、
　一般式（３）において、
　　ｍ３は、１以上の整数であり、
　　Ｒ１は、陽性基を含む基であり、
　　Ｘ３１、Ｘ３２、及びＸ３３は、それぞれ独立に、アルキル基、アルコキシ基、及び
ハロゲン原子からなる群より選択される基であると共にＸ３１、Ｘ３２、及びＸ３３の少
なくとも一つは、アルコキシ基及びハロゲン原子からなる群より選択される基であり、
　一般式（４）において、
　　ｍ４は、１以上の整数であり、
　　Ｒ２は、陰性基を含む基であり、
　　Ｘ４１、Ｘ４２、及びＸ４３は、それぞれ独立に、アルキル基、アルコキシ基、及び
ハロゲン原子からなる群より選択される基であると共にＸ４１、Ｘ４２、及びＸ４３の少
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なくとも一つは、アルコキシ基及びハロゲン原子からなる群より選択される基である
ことを特徴とするガラス製品である。
【００３２】
　本発明の実施形態の第二の態様は、試料に含まれる成分を分析する分析装置であって、
本発明の第一の態様であるガラス製品を含むことを特徴とする分析装置である。
【００３３】
　本発明の実施形態の第三の態様は、試料に含まれる成分を分析する分析方法であって、
本発明の第一の態様であるガラス製品を用いて、試料に含まれる成分を分析することを特
徴とする分析方法である。
【００３４】
　本発明の実施形態の第一の態様によれば、試料に含まれる成分をより良好に分析するこ
とが可能なガラス製品を提供することができる。
【００３５】
　本発明の実施形態の第二の態様によれば、試料に含まれる成分をより良好に分析するこ
とが可能な分析装置を提供することができる。
【００３６】
　本発明の実施形態の第三の態様によれば、試料に含まれる成分をより良好に分析するこ
とが可能な分析方法を提供することができる。
【００３７】
　次に、本発明の実施の形態（実施形態）を図面と共に説明する。
【００３８】
　本発明の第一の実施形態は、ガラス製品であって、
　当該ガラス製品の少なくとも一部の面が処理剤によって処理されており、
　該処理剤は、
　一般式（１）
【００３９】
【化１】

で表される化合物、
　一般式（２）
【００４０】
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【化２】

で表される化合物、並びに
　該一般式（１）で表される化合物及び該一般式（２）で表される化合物の組み合わせ
からなる群より選択される第一の化合物、並びに
　一般式（３）
【００４１】

【化３】

で表される化合物及び
　一般式（４）
【００４２】
【化４】

で表される化合物
からなる群より選択される第二の化合物を含み、
　一般式（１）において、
　　ｍ１は、１以上の整数であり、
　　ｎ１は、１以上４以下の整数であり、
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　　Ｘ１１、Ｘ１２、及びＸ１３は、それぞれ独立に、アルキル基、アルコキシ基、及び
ハロゲン原子からなる群より選択される基であると共にＸ１１、Ｘ１２、及びＸ１３の少
なくとも一つは、アルコキシ基及びハロゲン原子からなる群より選択される基であり、
　一般式（２）において、
　　ｍ２は、１以上の整数であり、
　　ｎ２は、１以上４以下の整数であり、
　　Ｘ２１、Ｘ２２、及びＸ２３は、それぞれ独立に、アルキル基、アルコキシ基、及び
ハロゲン原子からなる群より選択される基であると共にＸ２１、Ｘ２２、及びＸ２３の少
なくとも一つは、アルコキシ基及びハロゲン原子からなる群より選択される基であり、
　一般式（３）において、
　　ｍ３は、１以上の整数であり、
　　Ｒ１は、陽性基を含む基であり、
　　Ｘ３１、Ｘ３２、及びＸ３３は、それぞれ独立に、アルキル基、アルコキシ基、及び
ハロゲン原子からなる群より選択される基であると共にＸ３１、Ｘ３２、及びＸ３３の少
なくとも一つは、アルコキシ基及びハロゲン原子からなる群より選択される基であり、
　一般式（４）において、
　　ｍ４は、１以上の整数であり、
　　Ｒ２は、陰性基を含む基であり、
　　Ｘ４１、Ｘ４２、及びＸ４３は、それぞれ独立に、アルキル基、アルコキシ基、及び
ハロゲン原子からなる群より選択される基であると共にＸ４１、Ｘ４２、及び４３３の少
なくとも一つは、アルコキシ基及びハロゲン原子からなる群より選択される基である、ガ
ラス製品である。
【００４３】
　本発明の第一の実施形態において、ガラス製品は、少なくともガラスを主材料とする部
分又は部材を含む任意の物品であり、ガラス製品の全体が、ガラスを主材料とするもので
あってもよい。また、ガラス製品の形態は、特に制限されない。ガラス製品としては、例
えば、（公知のキャピラリー電気泳動装置用の）キャピラリー（数１００μｍ程度の内径
を備えたガラス管）、及び、（公知のマイクロチップ電気泳動装置及びポンプ式泳動装置
用の）マイクロチップが挙げられる。ここで、ガラスを主材料とすることは、ガラスを含
む部分（全体を含む）又は部材に含まれるガラスの割合が、少なくとも５０重量％以上で
あることを意味する。また、ガラスは、二酸化ケイ素を主成分とする非晶質の固体を意味
し、二酸化ケイ素を主成分とすることは、少なくとも５０重量％以上の二酸化ケイ素を含
むと共に、酸化物などの副成分及び／又は不純物を含んでもよいことを意味する。ガラス
としては、例えば、石英ガラス及び溶融シリカのような二酸化ケイ素からなるガラス、並
びにパイレックス（登録商標）ガラスのようなホウケイ酸ガラスが挙げられる。
【００４４】
　本発明の第一の実施形態においては、ガラス製品の少なくとも一部の面が、処理剤によ
って処理されている。処理剤によって処理されるガラス製品の少なくとも一部の面は、ガ
ラスを含む部分（全体を含む）又は部材の面である。また、処理剤によって処理されるガ
ラス製品の少なくとも一部の面は、特に限定されず、ガラス製品の全表面であってもよい
。しかしながら、処理剤によって処理されるガラス製品の少なくとも一部の面は、通常、
ガラス製品の特定の単数又は複数の部分又は部材の面である。ガラス製品の少なくとも一
部の面は、ガラス製品の外面の少なくとも一部であってもよく、ガラス製品の内面の少な
くとも一部であってもよい。ガラス製品の少なくとも一部の面としては、例えば、（公知
のキャピラリー電気泳動装置用）キャピラリーの内壁及び（公知のマイクロチップ電気泳
動装置及びポンプ式泳動装置用の）マイクロチップのチャネルの内壁のような微細な流路
の内面が挙げられる。ここで、微細とは、流路の断面（流路の延在する方向に対して垂直
な面）における最大の径が、通常、１μｍ以上１ｍｍ以下、好ましくは、１０μｍ以上１
ｍｍ以下であることを意味する。また、処理剤による、ガラス製品の少なくとも一部の面
の処理は、主として、ガラス製品の少なくとも一部の面に処理剤を化学結合させることを
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意味するが、ガラス製品の少なくとも一部の面に処理剤を吸着させることを排除するもの
ではない。
【００４５】
　本発明の第一の実施形態において、処理剤は、一般式（１）で表される化合物、一般式
（２）で表される化合物、並びに一般式（１）で表される化合物及び一般式（２）で表さ
れる化合物の組み合わせからなる群より選択される第一の化合物、並びに一般式（３）で
表される化合物及び一般式（４）で表される化合物からなる群より選択される第二の化合
物を含む。第一の化合物は、言い換えれば、一般式（１）で表される化合物、一般式（２
）で表される化合物、又は、一般式（１）で表される化合物及び一般式（２）で表される
化合物の組み合わせである。また、第二の化合物は、言い換えれば、一般式（３）で表さ
れる化合物、又は、一般式（４）で表される化合物のいずれかである。第二の化合物が、
一般式（３）で表される化合物及び一般式（４）で表される化合物の両方を含む場合には
、一般式（３）で表される化合物に含まれる陽性基の正電荷及び一般式（４）で表される
化合物に含まれる陰性基の負電荷が、互いに相殺し、処理剤によって処理されたガラス製
品の少なくとも一部の面に正電荷又は負電荷を、良好に分布させることができないことが
ある。なお、処理剤は、第一の化合物及び第二の化合物以外の物質を含んでもよい。
【００４６】
　一般式（１）において、ｍ１は、１以上の整数であり、ｎ１は、１以上４以下の整数で
あり、Ｘ１１、Ｘ１２、及びＸ１３は、それぞれ独立に、アルキル基、アルコキシ基、及
びハロゲン原子からなる群より選択される基であると共にＸ１１、Ｘ１２、及びＸ１３の
少なくとも一つは、アルコキシ基及びハロゲン原子からなる群より選択される基である。
【００４７】
　一般式（２）において、ｍ２は、１以上の整数であり、ｎ２は、１以上４以下の整数で
あり、Ｘ２１、Ｘ２２、及びＸ２３は、それぞれ独立に、アルキル基、アルコキシ基、及
びハロゲン原子からなる群より選択される基であると共にＸ２１、Ｘ２２、及びＸ２３の
少なくとも一つは、アルコキシ基及びハロゲン原子からなる群より選択される基である。
【００４８】
　一般式（３）において、ｍ３は、１以上の整数であり、Ｒ１は、陽性基を含む基であり
、Ｘ３１、Ｘ３２、及びＸ３３は、それぞれ独立に、アルキル基、アルコキシ基、及びハ
ロゲン原子からなる群より選択される基であると共にＸ３１、Ｘ３２、及びＸ３３の少な
くとも一つは、アルコキシ基及びハロゲン原子からなる群より選択される基である。
【００４９】
　一般式（４）において、ｍ４は、１以上の整数であり、Ｒ２は、陰性基を含む基であり
、Ｘ４１、Ｘ４２、及びＸ４３は、それぞれ独立に、アルキル基、アルコキシ基、及びハ
ロゲン原子からなる群より選択される基であると共にＸ４１、Ｘ４２、及び４３３の少な
くとも一つは、アルコキシ基及びハロゲン原子からなる群より選択される基である。
【００５０】
　より詳しくは、一般式（１）で表される化合物は、両性イオン性基であるホスホリルコ
リン基（－ＯＰＯ３

－（ＣＨ２）ｎ１Ｎ＋（ＣＨ３）３）を有する。また、一般式（１）
で表される化合物は、ガラスに対する化学結合を形成することが可能な基としての－Ｓｉ
Ｘ１１Ｘ１２Ｘ１３基を有する。すなわち、Ｘ１１、Ｘ１２、及びＸ１３におけるアルコ
キシ基又はハロゲン原子の少なくとも一つが、脱離して、一般式（１）で表される化合物
のＳｉ原子が、ガラス製品の少なくとも一部の面におけるＳｉ－Ｏ結合の酸素原子と化学
結合を形成することができる。その結果、一般式（１）で表される化合物を、ガラス製品
の少なくとも一部の面に化学結合させることができる。なお、Ｘ１１、Ｘ１２、及びＸ１
３におけるアルキル基は、一般式（１）で表される化合物を、ガラス製品の少なくとも一
部の面に化学結合させたとき、一般式（１）で表される化合物のＳｉ原子と結合している
。さらに、一般式（１）で表される化合物は、ホスホリルコリン基とＳｉ原子との間にア
ルキレン基（－（ＣＨ２）ｍ１－）を有する。ホスホリルコリン基とＳｉ原子との間に存
在するアルキレン基は、その一般式（１）で表される化合物に隣接する一般式（２）、（
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３）又は（４）で表される化合物に含まれるアルキレン基との疎水性相互作用によって、
ガラス製品の少なくとも一部の面に、その一般式（１）で表される化合物及び隣接する一
般式（２）、（３）又は（４）で表される化合物を、より密に分布させることに寄与し得
る。なお、一般式（１）で表される化合物においては、ホスホリルコリン基及びアルキレ
ン基は、－ＮＨ（ＣＨ２）２－を介して結合する。加えて、一般式（１）で表される化合
物において、ｍ１は、１以上の整数である。ｍ１が、０である場合には、一般式（１）で
表される化合物が、Ｓｉ－Ｎ結合を有することになるが、Ｓｉ－Ｎ結合は、不安定である
可能性がある。また、一般式（１）で表される化合物において、ｎ１は、１以上４以下の
整数である。ｎ１が、０である場合には、一般式（１）で表される化合物が、ホスホリル
コリン基を有さないことになる。すなわち、一般式（１）で表される化合物が、ホスホリ
ルコリン基をするためには、ｎ１が、１以上の整数であることが必要である。一方、ｎ１
が、４を超える整数である場合には、ホスホリルコリン基の疎水性が高すぎる場合がある
。すなわち、ホスホリルコリン基の過剰な疎水性を抑制するためには、ｎ１が、４以下の
整数であることが好ましい。
【００５１】
　同様に、一般式（２）で表される化合物は、両性イオン性基であるホスホリルコリン基
（－ＯＰＯ３

－（ＣＨ２）ｎ２Ｎ＋（ＣＨ３）３）を有する。また、一般式（２）で表さ
れる化合物は、ガラスに対する化学結合を形成することが可能な基としての－ＳｉＸ２１
Ｘ２２Ｘ２３基を有する。すなわち、Ｘ２１、Ｘ２２、及びＸ２３におけるアルコキシ基
又はハロゲン原子の少なくとも一つが、脱離して、一般式（２）で表される化合物のＳｉ
原子が、ガラス製品の少なくとも一部の面におけるＳｉ－Ｏ結合の酸素原子と化学結合を
形成することができる。その結果、一般式（２）で表される化合物を、ガラス製品の少な
くとも一部の面に化学結合させることができる。なお、Ｘ２１、Ｘ２２、及びＸ２３にお
けるアルキル基は、一般式（２）で表される化合物を、ガラス製品の少なくとも一部の面
に化学結合させたとき、一般式（２）で表される化合物のＳｉ原子と結合している。さら
に、一般式（２）で表される化合物は、ホスホリルコリン基とＳｉ原子との間にアルキレ
ン基（－（ＣＨ２）ｍ２－）を有する。ホスホリルコリン基とＳｉ原子との間に存在する
アルキレン基は、その一般式（２）で表される化合物に隣接する一般式（１）、（３）又
は（４）で表される化合物に含まれるアルキレン基との疎水性相互作用によって、ガラス
製品の少なくとも一部の面に、その一般式（２）で表される化合物及び隣接する一般式（
１）、（３）又は（４）で表される化合物を、より密に分布させることに寄与し得る。な
お、一般式（２）で表される化合物においては、ホスホリルコリン基及びアルキレン基は
、－ＮＨＣＯ（ＣＨ２）－を介して結合する。加えて、一般式（２）で表される化合物に
おいて、ｍ２は、１以上の整数である。ｍ２が、０である場合には、一般式（２）で表さ
れる化合物が、Ｓｉ－Ｎ結合を有することになるが、Ｓｉ－Ｎ結合は、不安定である可能
性がある。また、一般式（２）で表される化合物において、ｎ２は、１以上４以下の整数
である。ｎ２が、０である場合には、一般式（２）で表される化合物が、ホスホリルコリ
ン基を有さないことになる。すなわち、一般式（２）で表される化合物が、ホスホリルコ
リン基をするためには、ｎ１が、１以上の整数であることが必要である。一方、ｎ２が、
４を超える整数である場合には、ホスホリルコリン基の疎水性が高すぎる場合がある。す
なわち、ホスホリルコリン基の過剰な疎水性を抑制するためには、ｎ２が、４以下の整数
であることが好ましい。
【００５２】
　次に、一般式（３）で表される化合物は、陽性基を含む基である－Ｒ１基を有する。す
なわち、－Ｒ１基は、単数又は複数の陽性基を含む。ここで、陽性基は、正の電荷を有す
る基又は正の電荷を有することができる基を意味する。よって、－Ｒ１基もまた、正の電
荷を有する基であるか又は正の電荷を有することができる基である。また、一般式（３）
で表される化合物は、ガラスに対する化学結合を形成することが可能な基としての－Ｓｉ
Ｘ３１Ｘ３２Ｘ３３基を有する。すなわち、Ｘ３１、Ｘ３２、及びＸ３３におけるアルコ
キシ基又はハロゲン原子の少なくとも一つが、脱離して、一般式（３）で表される化合物
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のＳｉ原子が、ガラス製品の少なくとも一部の面におけるＳｉ－Ｏ結合の酸素原子と化学
結合を形成することができる。その結果、一般式（３）で表される化合物を、ガラス製品
の少なくとも一部の面に化学結合させることができる。なお、Ｘ３１、Ｘ３２、及びＸ３
３におけるアルキル基は、一般式（３）で表される化合物を、ガラス製品の少なくとも一
部の面に化学結合させたとき、一般式（３）で表される化合物のＳｉ原子と結合している
。さらに、一般式（３）で表される化合物は、－Ｒ１基とＳｉ原子との間にアルキレン基
（－（ＣＨ２）ｍ３－）を有する。－Ｒ１基とＳｉ原子との間に存在するアルキレン基は
、その一般式（３）で表される化合物に隣接する一般式（１）、（２）又は（４）で表さ
れる化合物に含まれるアルキレン基との疎水性相互作用によって、ガラス製品の少なくと
も一部の面に、その一般式（３）で表される化合物及び隣接する一般式（１）、（２）又
は（４）で表される化合物を、より密に分布させることに寄与し得る。加えて、一般式（
３）で表される化合物において、ｍ３は、１以上の整数である。ｍ３が、０である場合に
は、一般式（３）で表される化合物が、Ｓｉ－Ｎ結合を有することになるが、Ｓｉ－Ｎ結
合は、不安定である可能性がある。
【００５３】
　次に、一般式（４）で表される化合物は、陰性基を含む基である－Ｒ２基を有する。す
なわち、－Ｒ２基は、単数又は複数の陰性基を含む。ここで、陰性基は、負の電荷を有す
る基又は負の電荷を有することができる基を意味する。よって、－Ｒ２基もまた、負の電
荷を有する基であるか又は負の電荷を有することができる基である。また、一般式（４）
で表される化合物は、ガラスに対する化学結合を形成することが可能な基としての－Ｓｉ
Ｘ４１Ｘ４２Ｘ４３基を有する。すなわち、Ｘ４１、Ｘ４２、及びＸ４３におけるアルコ
キシ基又はハロゲン原子の少なくとも一つが、脱離して、一般式（４）で表される化合物
のＳｉ原子が、ガラス製品の少なくとも一部の面におけるＳｉ－Ｏ結合の酸素原子と化学
結合を形成することができる。その結果、一般式（４）で表される化合物を、ガラス製品
の少なくとも一部の面に化学結合させることができる。なお、Ｘ４１、Ｘ４２、及びＸ４
３におけるアルキル基は、一般式（４）で表される化合物を、ガラス製品の少なくとも一
部の面に化学結合させたとき、一般式（４）で表される化合物のＳｉ原子と結合している
。さらに、一般式（４）で表される化合物は、－Ｒ２基とＳｉ原子との間にアルキレン基
（－（ＣＨ２）ｍ４－）を有する。－Ｒ２基とＳｉ原子との間に存在するアルキレン基は
、その一般式（４）で表される化合物に隣接する一般式（１）、（２）又は（３）で表さ
れる化合物に含まれるアルキレン基との疎水性相互作用によって、ガラス製品の少なくと
も一部の面に、その一般式（４）で表される化合物及び隣接する一般式（１）、（２）又
は（３）で表される化合物を、より密に分布させることに寄与し得る。加えて、一般式（
４）で表される化合物において、ｍ４は、１以上の整数である。ｍ４が、０である場合に
は、一般式（４）で表される化合物が、Ｓｉ－Ｎ結合を有することになるが、Ｓｉ－Ｎ結
合は、不安定である可能性がある。
【００５４】
　本発明の第一の実施形態によるガラス製品を、例えば、電気泳動法に基づいて、試料に
含まれる成分を分析する分析装置（電気泳動装置）、及び、電気泳動法に基づいて、試料
に含まれる成分を分析する分析方法（電気泳動方法）に適用することができる。例えば、
試料に含まれる成分を電気泳動させる微細な流路を備えたガラス製品を用いて、生体試料
に含まれるタンパク質及び／又はペプチドを分析する、電気泳動装置及び電気泳動方法に
、本発明の第一の実施形態によるガラス製品を適用してもよい。
【００５５】
　一般に、試料に含まれる成分を電気泳動させる微細な流路を備えたガラス製品を用いて
、生体試料に含まれるタンパク質及び／又はペプチドを分析する、電気泳動装置及び電気
泳動方法においては、生体試料に含まれるタンパク質及び／又はペプチドが、ガラス製品
に設けられた微細な流路の内面に吸着してしまうことが考えられる。より詳しくは、ガラ
ス製品に設けられた微細な流路の内面（表面）が、電荷を有する一方で、生体試料に含ま
れるタンパク質及び／又はペプチドは、タンパク質及び／又はペプチドを構成するアミノ
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酸の種類及び生体試料のｐＨに依存して、正又は負に帯電する。そして、ガラス製品に設
けられた微細な流路の内面（表面）の電荷とタンパク質及び／又はペプチドの電荷との相
互作用によって、生体試料に含まれるタンパク質及び／又はペプチドが、ガラス製品に設
けられた微細な流路の内面に吸着することがある。その結果、生体試料に含まれるタンパ
ク質及び／又はペプチドを、精確に分析することが困難であることがある。
【００５６】
　本発明の第一の実施形態においては、ガラス製品の少なくとも一部の面が処理剤によっ
て処理されており、処理剤が、一般式（１）で表される化合物、一般式（２）で表される
化合物、並びに一般式（１）で表される化合物及び一般式（２）で表される化合物の組み
合わせからなる群より選択される第一の化合物を含むので、ガラス製品の少なくとも一部
の面が、両性イオン性基であるホスホリルコリン基を有する一般式（１）で表される化合
物及び／又は一般式（２）で表される化合物で処理される。
【００５７】
　上述した電気泳動装置及び電気泳動方法においては、ガラス製品に設けられた微細な流
路の内面（表面）が、両性イオン性基であるホスホリルコリン基を有する一般式（１）で
表される化合物及び／又は一般式（２）で表される化合物で処理されることになる。両性
イオン性基であるホスホリルコリン基は、全体として、電気的に中性であるので、ガラス
製品に設けられた微細な流路の内面（表面）に提供されるホスホリルコリン基は、正又は
負に帯電したタンパク質及び／又はペプチドとのより弱い相互作用を有し、生体試料に含
まれるタンパク質及び／又はペプチドが、ガラス製品に設けられた微細な流路の内面に吸
着することを抑制する（防止する又は低減する）ことができる。その結果、生体試料に含
まれるタンパク質及び／又はペプチドを、より精確に分析することが可能となる。
【００５８】
　さらに、一般式（１）で表される化合物におけるｎ１及び／又は一般式（２）で表され
る化合物におけるｎ２が、４を超える整数である場合には、一般式（１）で表される化合
物における及び／又は一般式（２）で表される化合物におけるホスホリルコリン基の疎水
性が高すぎて、疎水性のタンパク質及び／又はペプチドに対する一般式（１）で表される
化合物における及び／又は一般式（２）で表される化合物の相互作用が、より強くなるこ
と考えられる。その結果、疎水性のタンパク質及び／又はペプチドが、ガラス製品に設け
られた微細な流路の内面（表面）に提供されるホスホリルコリン基に吸着され、精確に分
析されないことがあると考えられる。
【００５９】
　本発明の第一の実施形態においては、一般式（１）で表される化合物におけるｎ１及び
／又は一般式（２）で表される化合物におけるｎ２が、４以下の整数であるので、一般式
（１）で表される化合物における及び／又は一般式（２）で表される化合物におけるホス
ホリルコリン基の疎水性を抑制することができる。よって、生体試料に含まれるタンパク
質及び／又はペプチドが、ガラス製品に設けられた微細な流路の内面（表面）に提供され
るホスホリルコリン基に吸着することを抑制する（防止する又は低減する）ことができる
。その結果、生体試料に含まれるタンパク質及び／又はペプチドを、より精確に分析する
ことが可能となる。
【００６０】
　また、試料に含まれる成分を電気泳動させる微細な流路を備えたガラス製品を用いる、
電気泳動装置及び電気泳動方法においては、試料に含まれる成分をより精確に分析するた
めに、試料及び電解質を含む泳動溶液に生じる電気浸透流を制御することが重要であるこ
とがある。ガラス製品に設けられた微細な流路の内面（表面）は、ガラスのＳｉ－Ｏ結合
によって（負に）帯電しており、試料及び電解質を含む泳動溶液における、微細な流路の
内面（表面）のものと反対符号の（正の）電荷を備えた電解質イオンが、微細な流路の内
面（表面）に引き寄せられる。この状態で、試料及び電解質を含む泳動溶液に一定の電圧
を印加すると、その電解質イオンが、泳動溶液中で移動し、試料及び電解質を含む泳動溶
液の流動（電気浸透流）が発生する。このような電気浸透流は、試料に含まれる成分の分
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離などに影響を及ぼすため、電気浸透流を制御することも、重要である。
【００６１】
　ここで、仮にガラス製品に設けられた微細な流路の内面（表面）を、一般式（１）で表
される化合物及び／又は一般式（２）で表される化合物のみで処理すると、一般式（１）
で表される化合物及び／又は一般式（２）で表される化合物は、両性イオン性基であると
共に全体として電気的に中性であるホスホリルコリン基を有するので、ガラス製品に設け
られた微細な流路の内面（表面）は、全体として、電気的に中性になる傾向がある。よっ
て、試料及び電解質を含む泳動溶液に電気浸透流が、発生しない又は低減されることにな
る。
【００６２】
　特に、試料及び電解質を含む泳動溶液に電気浸透流が、ほとんど又は全く発生しない場
合には、生体試料に含まれるタンパク質及び／又はペプチドの全てを分析することができ
ないこともある。例えば、試料及び電解質を含む泳動溶液のｐＨが（約）７であった場合
には、試料に含まれるタンパク質及び／又はペプチドは、正又は負に帯電したタンパク質
及び／又はペプチド及び帯電してないタンパク質及び／又はペプチドを含み得る。このた
め、試料及び電解質を含む泳動溶液のｐＨが（約）７であると共に試料及び電解質を含む
泳動溶液に電気浸透流が発生しない場合には、正に帯電したタンパク質及び／又はペプチ
ドは、負に帯電したタンパク質及び／又はペプチドとは逆向きに電気泳動することになり
、また、正又は負に帯電したタンパク質及び／又はペプチドの互いに逆向きの電気泳動の
流れによって、帯電してないタンパク質及び／又はペプチドは、両向きに電気泳動するこ
とになる。従って、試料及び電解質を含む泳動溶液の一方の側でタンパク質及び／又はペ
プチドを検出するとすれば、試料に含まれるタンパク質及び／又はペプチドの一部を検出
することができない場合がある。
【００６３】
　そこで、試料に含まれるタンパク質及び／又はペプチドを、試料及び電解質を含む泳動
溶液の一方の側へ電気泳動させるために、試料及び電解質を含む泳動溶液のｐＨを調節す
ることによって、試料に含まれるタンパク質及び／又はペプチドを、正又は負の電荷の一
方に帯電させることも考えられる。しかしながら、タンパク質及び／又はペプチドの多く
は、ｐＨ＝約７で安定であり、試料及び電解質を含む泳動溶液のｐＨを調節した場合には
、試料に含まれた状態におけるタンパク質及び／又はペプチドを正確に分析することがで
きないことがある。
【００６４】
　本発明の第一の実施形態においては、ガラス製品の少なくとも一部の面が処理剤によっ
て処理されており、処理剤が、一般式（３）で表される化合物及び一般式（４）で表され
る化合物からなる群より選択される第二の化合物を含むので、ガラス製品の少なくとも一
部の面が、陽性基を含む基である－Ｒ１基を有する一般式（３）で表される化合物又は陰
性基を含む基である－Ｒ２基を有する一般式（４）で表される化合物で処理される。
【００６５】
　上述した電気泳動装置及び電気泳動方法においては、ガラス製品に設けられた微細な流
路の内面（表面）が、陽性基を含む基である－Ｒ１基を有する一般式（３）で表される化
合物又は陰性基を含む基である－Ｒ２基を有する一般式（４）で表される化合物で処理さ
れることになる。
【００６６】
　陽性基を含む基である－Ｒ１基は、正の電荷を有する基であるか又は正の電荷を有する
ことができる基であるので、ガラス製品に設けられた微細な流路の内面（表面）に提供さ
れる－Ｒ１基は、ガラス製品に設けられた微細な流路の内面（表面）に正の電荷を提供す
ることができる。その結果、陽性基を含む基である－Ｒ１基によって正の電荷が提供され
た微細な流路の内面（表面）に、泳動溶液に含まれる負の電解質イオンが、引き寄せられ
る。ここで、陽極及び陰極を用いて試料及び電解質を含む泳動溶液に一定の電圧を印加す
ると、微細な流路の内面（表面）に引き寄せられた負の電解質イオンが、陰極側から陽極
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側の向きに移動し、試料及び電解質を含む泳動溶液に陰極側から陽極側の向きの電気浸透
流を発生させることができる。このとき、試料及び電解質を含む泳動溶液に発生する陰極
側から陽極側の向きの電気浸透流が、試料に含まれるタンパク質及び／又はペプチドの電
気泳動の流れよりも大きいので、試料に含まれるタンパク質及び／又はペプチドもまた、
試料に含まれるタンパク質及び／又はペプチドの電荷にかかわらず、発生した電気浸透流
に従って陰極側から陽極側へ移動する。よって、一つの検出器を陽極側に配置することに
よって、（例えば、試料及び電解質を含む泳動溶液のｐＨが約７であっても、）試料に含
まれる様々なタンパク質及び／又はペプチドを検出することができる。
【００６７】
　陰性基を含む基である－Ｒ２基は、負の電荷を有する基であるか又は負の電荷を有する
ことができる基であるので、ガラス製品に設けられた微細な流路の内面（表面）に提供さ
れる－Ｒ２基は、ガラス製品に設けられた微細な流路の内面（表面）に負の電荷を提供す
ることができる。その結果、陰性基を含む基である－Ｒ２基によって負の電荷が提供され
た微細な流路の内面（表面）に、泳動溶液に含まれる正の電解質イオンが、引き寄せられ
る。ここで、陽極及び陰極を用いて試料及び電解質を含む泳動溶液に一定の電圧を印加す
ると、微細な流路の内面（表面）に引き寄せられた正の電解質イオンが、陽極側から陰極
側の向きに移動し、試料及び電解質を含む泳動溶液に陽極側から陰極側の向きの電気浸透
流を発生させることができる。このとき、試料及び電解質を含む泳動溶液に発生する陽極
側から陰極側の向きの電気浸透流が、試料に含まれるタンパク質及び／又はペプチドの電
気泳動の流れよりも大きいので、試料に含まれるタンパク質及び／又はペプチドもまた、
試料に含まれるタンパク質及び／又はペプチドの電荷にかかわらず、発生した電気浸透流
に従って陽極側から陰極側へ移動する。よって、一つの検出器を陰極側に配置することに
よって、（例えば、試料及び電解質を含む泳動溶液のｐＨが約７であっても、）試料に含
まれる様々なタンパク質及び／又はペプチドを検出することができる。
【００６８】
　このようにして、一般式（３）で表される化合物及び一般式（４）で表される化合物か
らなる群より選択される第二の化合物を用いることによって、ガラス製品に設けられた微
細な流路の内面（表面）の電荷を制御することが可能となる。また、その結果として、試
料及び電解質を含む泳動溶液に発生する電気浸透流を制御することができる。このように
して、生体試料に含まれるタンパク質及び／又はペプチドを、より精確に分析することが
可能となる。
【００６９】
　特に、本発明の第一の実施形態においては、ガラス製品の少なくとも一部の面を処理す
るための処理剤に含まれる第二の化合物として、一般式（３）で表される化合物又は一般
式（４）で表される化合物のいずれかを選択することによって、試料及び電解質を含む泳
動溶液に発生する電気浸透流の向きを制御することができる。例えば、試料及び電解質を
含む泳動溶液に発生する電気浸透流の向きが、試料に含まれる様々なタンパク質及び／又
はペプチドを検出するための検出器の配置に対応するように、第二の化合物を、一般式（
３）で表される化合物又は一般式（４）で表される化合物から選択することができる。
【００７０】
　以上説明してきたように、試料に含まれる成分を電気泳動させる微細な流路を備えたガ
ラス製品を用いて、生体試料に含まれるタンパク質及び／又はペプチドを分析する、電気
泳動装置及び電気泳動方法においては、本発明の第一の実施形態によるガラス製品によれ
ば、生体試料に含まれるタンパク質及び／又はペプチドが、ガラス製品に設けられた微細
な流路の内面に吸着することを抑制する（防止する又は低減する）と共に試料及び電解質
を含む泳動溶液に発生する電気浸透流を制御することができる。その結果、生体試料に含
まれるタンパク質及び／又はペプチドを、より精確に分析することが可能となる。
【００７１】
　なお、生体試料に含まれるタンパク質及び／又はペプチドが、ガラス製品に設けられた
微細な流路の内面に吸着することを抑制する（防止する又は低減する）程度と共に試料及
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び電解質を含む泳動溶液に発生する電気浸透流を制御する程度のバランスは、ガラス製品
の少なくとも一部の面を処理する処理剤に含まれる第一の化合物及び第二の化合物の割合
に依存する。言い換えれば、ガラス製品の少なくとも一部の面を処理する処理剤に含まれ
る第一の化合物及び第二の化合物の割合を調整することによって、生体試料に含まれるタ
ンパク質及び／又はペプチドが、ガラス製品に設けられた微細な流路の内面に吸着するこ
とを抑制する（防止する又は低減する）程度と共に試料及び電解質を含む泳動溶液に発生
する電気浸透流を制御する程度のバランスを調整することができる。すなわち、ガラス製
品の少なくとも一部の面を処理する処理剤に含まれる第一の化合物の割合を増加させると
、生体試料に含まれるタンパク質及び／又はペプチドが、ガラス製品に設けられた微細な
流路の内面に吸着することを抑制する（防止する又は低減する）程度は、増加し、試料及
び電解質を含む泳動溶液に発生する電気浸透流を制御する程度は、減少する。逆に、ガラ
ス製品の少なくとも一部の面を処理する処理剤に含まれる第二の化合物の割合を増加させ
ると、体試料に含まれるタンパク質及び／又はペプチドが、ガラス製品に設けられた微細
な流路の内面に吸着することを抑制する（防止する又は低減する）程度は、減少し、試料
及び電解質を含む泳動溶液に発生する電気浸透流を制御する程度は、増加する。
【００７２】
　本発明の第一の実施形態によるガラス製品において、好ましくは、前記第一の化合物の
物質量及び前記第二の化合物の物質量の総量に対する、前記第一の化合物の物質量の総量
の比は、０．８０以上である。第一の化合物の物質量及び第二の化合物の物質量の総量に
対する、第一の化合物の物質量の総量の比は、好ましくは、８０モル％以上である。第一
の化合物の物質量及び第二の化合物の物質量の総量に対する、第一の化合物の物質量の総
量の比が、０．８０以上である場合には、試料に含まれる成分を電気泳動させる微細な流
路を備えたガラス製品を用いて、生体試料に含まれるタンパク質及び／又はペプチドを分
析する、電気泳動装置及び電気泳動方法において、生体試料に含まれるタンパク質及び／
又はペプチドが、ガラス製品に設けられた微細な流路の内面に吸着することを、良好に抑
制する（防止する又は低減する）ことが可能となる。
【００７３】
　本発明の第一の実施形態によるガラス製品において、好ましくは、前記第一の化合物の
物質量及び前記第二の化合物の物質量の総量に対する、前記第二の化合物の物質量の比は
、０．０５以上である。すなわち、第一の化合物の物質量及び第二の化合物の物質量の総
量に対する、第二の化合物の物質量の比は、好ましくは、５モル％以上である。第一の化
合物の物質量及び第二の化合物の物質量の総量に対する、第二の化合物の物質量の比が、
０．０５以上である場合には、試料に含まれる成分を電気泳動させる微細な流路を備えた
ガラス製品を用いて、生体試料に含まれるタンパク質及び／又はペプチドを分析する、電
気泳動装置及び電気泳動方法において、試料及び電解質を含む泳動溶液に発生する電気浸
透流を、良好に制御することが可能となる。
【００７４】
　なお、本発明の第一の実施形態によるガラス製品において、好ましくは、前記第一の化
合物の物質量及び前記第二の化合物の物質量の総量に対する、前記第二の化合物の物質量
の比は、０．２０未満である。すなわち、第一の化合物の物質量及び第二の化合物の物質
量の総量に対する、第二の化合物の物質量の比は、好ましくは、２０モル％未満である。
第一の化合物の物質量及び第二の化合物の物質量の総量に対する、第二の化合物の物質量
の比が、０．２０以上である場合には、試料に含まれる成分を電気泳動させる微細な流路
を備えたガラス製品を用いて、生体試料に含まれるタンパク質及び／又はペプチドを分析
する、電気泳動装置及び電気泳動方法において、第二の化合物の電荷の符号と反対の符号
の電荷を有するタンパク質及び／又はペプチドが、第二の化合物に吸着される傾向が高く
なることがある。逆に、第一の化合物の物質量及び第二の化合物の物質量の総量に対する
、第二の化合物の物質量の比は、０．２０未満である場合には、第二の化合物の電荷の符
号と反対の符号の電荷を有するタンパク質及び／又はペプチドが、第二の化合物に吸着さ
れることを抑制することが可能となる。
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【００７５】
　このようにして、例えば、本発明の第一の実施形態によるガラス製品において、処理剤
が、第一の化合物及び第二の化合物からなる場合には、第一の化合物の物質量及び前記第
二の化合物の物質量の比（第一の化合物の物質量：前記第二の化合物の物質量）は、好ま
しくは、８０：２０～９５：５である。
【００７６】
　本発明の第一の実施形態によるガラス製品において、好ましくは、ｍ１、ｍ２、ｍ３、
及びｍ４の少なくとも一つは、２以上の整数である。ｍ１、ｍ２、ｍ３、及びｍ４の少な
くとも一つが、１である場合には、対応する一般式（１）、（２）、（３）、及び（４）
で表される化合物の少なくとも一つの親水性が、高過ぎることがある。その結果、対応す
る一般式（１）、（２）、（３）、又は（４）で表される化合物とその化合物に隣接する
一般式（１）、（２）、（３）、又は（４）で表される化合物との間の電気的反発が大き
くなり、対応する一般式（１）、（２）、（３）、又は（４）で表される化合物及びその
化合物に隣接する一般式（１）、（２）、（３）、又は（４）で表される化合物を密に分
布させることが困難であることがある。一方、ｍ１、ｍ２、ｍ３、及びｍ４の少なくとも
一つは、２以上の整数である場合には、対応する一般式（１）、（２）、（３）、及び（
４）で表される化合物の少なくとも一つの疎水性が、高められ、疎水性相互作用によって
、対応する一般式（１）、（２）、（３）、又は（４）で表される化合物及びその化合物
に隣接する一般式（１）、（２）、（３）、又は（４）で表される化合物を密に分布させ
ることが可能となる。
【００７７】
　本発明の第一の実施形態によるガラス製品において、好ましくは、ｍ１、ｍ２、ｍ３、
及びｍ４の少なくとも一つは、６以下の整数である。ｍ１、ｍ２、ｍ３、及びｍ４の少な
くとも一つが、６を超える整数である場合には、対応する一般式（１）、（２）、（３）
、及び（４）で表される化合物の少なくとも一つの疎水性が、高過すぎて、対応する一般
式（１）、（２）、（３）、及び（４）で表される化合物の少なくとも一つに、タンパク
質及び／又はペプチドのような、試料に含まれる成分が、吸着することがある。一方、ｍ
１、ｍ２、ｍ３、及びｍ４の少なくとも一つが、６以下の整数である場合には、対応する
一般式（１）、（２）、（３）、及び（４）で表される化合物の少なくとも一つに、タン
パク質及び／又はペプチドのような、試料に含まれる成分が、吸着することを抑制するこ
とが可能となる。
【００７８】
　本発明の第一の実施形態によるガラス製品において、好ましくは、Ｘ１１、Ｘ１２、Ｘ
１３、Ｘ２１、Ｘ２２、Ｘ２３、Ｘ３１、Ｘ３２、Ｘ３３、Ｘ４１、Ｘ４２、及びＸ４３
の少なくとも一つは、メチル基、エチル基、プロピル基、イソプロピル基、ブチル基、及
びイソブチル基からなる群より選択されるアルキル基である。この場合には、Ｘ１１、Ｘ
１２、Ｘ１３、Ｘ２１、Ｘ２２、Ｘ２３、Ｘ３１、Ｘ３２、Ｘ３３、Ｘ４１、Ｘ４２、及
びＸ４３の少なくとも一つにおけるアルキル基の炭素鎖の長さが、比較的短い。その結果
、Ｘ１１、Ｘ１２、Ｘ１３、Ｘ２１、Ｘ２２、Ｘ２３、Ｘ３１、Ｘ３２、Ｘ３３、Ｘ４１
、Ｘ４２、及びＸ４３における少なくとも一つのアルコキシ基又はハロゲン原子が、脱離
して、対応する一般式（１）、（２）、（３）、又は（４）で表される化合物のＳｉ原子
が、ガラス製品の少なくとも一部の面における有極性のＳｉ－Ｏ結合の酸素原子と化学結
合を形成する反応を、アルキル基に起因する立体障害及びアルキル基の疎水性によって、
阻害する可能性が、比較的低い。
【００７９】
　本発明の第一の実施形態によるガラス製品において、好ましくは、Ｘ１１、Ｘ１２、Ｘ
１３、Ｘ２１、Ｘ２２、Ｘ２３、Ｘ３１、Ｘ３２、Ｘ３３、Ｘ４１、Ｘ４２、及びＸ４３
の少なくとも一つは、メトキシ基及びエトキシ基からなる群より選択されるアルコキシ基
である。この場合には、対応する一般式（１）、（２）、（３）、又は（４）で表される
化合物を、より容易に得ることができる。
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【００８０】
　本発明の第一の実施形態によるガラス製品において、好ましくは、前記陽性基は、アミ
ノ基、第一のアルキル基で置換されたアミノ基、アンモニウム基、第二のアルキル基で置
換されたアンモニウム基からなる群より選択される基を含む。すなわち、陽性基は、－Ｎ
Ｒ１１Ｒ１２及び－Ｎ＋Ｒ１３Ｒ１４Ｒ１５からなる群より選択される基を含み、Ｒ１１
、Ｒ１２、Ｒ１３、Ｒ１４、及びＲ１５は、それぞれ独立に、水素原子又はアルキル基で
ある。なお、Ｒ１１及びＲ１２の両方が、水素原子である場合には、－ＮＲ１１Ｒ１２は
、－ＮＨ２である。また、Ｒ１３、Ｒ１４、及びＲ１５の全てが、水素原子である場合に
は、－Ｎ＋Ｒ１３Ｒ１４Ｒ１５は、－ＮＨ３

＋である。
【００８１】
　陽性基が、アミノ基、第一のアルキル基で置換されたアミノ基、アンモニウム基、第二
のアルキル基で置換されたアンモニウム基からなる群より選択される基を含む場合には、
陽性基によって提供される正の電荷、すなわち、一般式（３）で表される化合物によって
提供される正の電荷を、芳香族性のアミノ基又は芳香族性のアンモニウム基の場合と比較
的して、高めることができる。また、陽性基の疎水性、すなわち、一般式（３）で表され
る化合物の疎水性を、芳香族性のアミノ基又は芳香族性のアンモニウム基の場合と比較的
して、抑制することができる。
【００８２】
　本発明の第一の実施形態によるガラス製品において、好ましくは、前記第一のアルキル
基及び前記第二のアルキル基の少なくとも一つは、メチル基、エチル基、プロピル基、及
びイソプロピル基からなる群より選択されるアルキル基である。この場合には、陽性基の
疎水性、すなわち、一般式（３）で表される化合物の疎水性を、より抑制することができ
る。
【００８３】
　本発明の第一の実施形態によるガラス製品において、好ましくは、前記陰性基は、カル
ボキシル基、カルボン酸塩の基、スルホン酸基、スルホン酸塩の基、リン酸基、リン酸塩
の基からなる群より選択される基を含む。すなわち、陰性基は、－ＣＯＯＨ、－ＣＯＯ－

、－ＳＯ３Ｈ、－ＳＯ３
－、－ＰＯ４Ｈ２、－ＰＯ４

２－からなる群より選択される基を
含む。陰性基が、カルボキシル基、カルボン酸塩の基、スルホン酸基、スルホン酸塩の基
、リン酸基、リン酸塩の基からなる群より選択される基を含む場合には、一般式（４）で
表される化合物を、より容易に得ることができる。
【００８４】
　本発明の第一の実施形態によるガラス製品において、好ましくは、前記第一の化合物は
、前記一般式（２）で表される化合物である。
【００８５】
　一般式（１）で表される化合物は、－ＮＨ－基を有する。－ＮＨ－基は、水溶液中では
、水素イオンを受容し、－ＮＨ２

＋－を形成する。すなわち、一般式（１）で表される化
合物は、水溶液中で、正の電荷を有する。このため、試料に含まれる成分を電気泳動させ
る微細な流路を備えたガラス製品を用いて、生体試料に含まれるタンパク質及び／又はペ
プチドを分析する、電気泳動装置及び電気泳動方法においては、負に帯電したタンパク質
及び／又はペプチドが、一般式（１）で表される化合物に吸着される可能性がある。また
、水溶液中で正の電荷を有する一般式（１）で表される化合物を、陽性基を含む一般式（
３）で表される化合物又は陰性基を含む一般式（４）で表される化合物と組み合わせて、
ガラス製品に設けられた微細な流路の内面（表面）の電荷を制御すること、従って、試料
及び電解質を含む泳動溶液に発生する電気浸透流を制御することが、比較的容易ではない
。
【００８６】
　一方、第一の化合物が、一般式（２）で表される化合物である場合には、一般式（２）
で表される化合物は、水溶液中で、全体として電気的に中性である。このため、試料に含
まれる成分を電気泳動させる微細な流路を備えたガラス製品を用いて、生体試料に含まれ
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、正又は負に帯電したタンパク質及び／又はペプチドが、一般式（２）で表される化合物
に吸着される可能性は、低い。また、水溶液中で全体として電気的に中性である一般式（
２）で表される化合物を、陽性基を含む一般式（３）で表される化合物又は陰性基を含む
一般式（４）で表される化合物と組み合わせて、ガラス製品に設けられた微細な流路の内
面（表面）の電荷を制御すること、従って、試料及び電解質を含む泳動溶液に発生する電
気浸透流を制御することが、比較的容易である。
【００８７】
　一般式（１）で表される化合物は、特開２００５－１８７４５６号公報に記載される方
法に従って、製造される。すなわち、商業的に入手可能な一般式（５）
【００８８】
【化５】

で表される化合物（α－グリセロホスホリルコリン）の水溶液を氷水浴中で冷却し、その
水溶液に過ヨウ素酸ナトリウムを添加し、その水溶液を５時間攪拌する。得られた反応液
を、減圧濃縮及び減圧乾燥し、メタノール中に、一般式（６）
【００８９】

【化６】

で表される化合物（ホスホリルコリン基を有するアルデヒド）を抽出する。このアルデヒ
ドのメタノール溶液に、０．５当量の商業的に入手可能な一般式（７）
【００９０】
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【化７】

で表される化合物（アミノアルキルトリアルコキシシランなど）を添加し、その溶液を２
０時間攪拌する。攪拌の後、その溶液にシアノトリヒドロホウ酸ナトリウムを添加し、５
時間反応を行う。このようにして、一般式（１）で表される化合物のメタノール溶液を得
ることができる。
【００９１】
　一般式（２）で表される化合物は、特開２００５－１８７４５６号公報に記載される方
法に従って、製造される。すなわち、商業的に入手可能な一般式（８）
【００９２】
【化８】

で表される化合物（α－グリセロホスホリルコリン）、過ヨウ素酸ナトリウム、三塩化ル
テニウム・水和物を、アセトニトリル水溶液に添加する。その水溶液を、室温で攪拌し、
濾過し、得られた濾液から溶媒を除去する。得られた固形物からメタノール中へ、一般式
（９）
【００９３】

【化９】

で表される化合物（ホスホリルコリン基を有するカルボン酸）を抽出する。このカルボン
酸のメタノール溶液に、０．５当量の商業的に入手可能な一般式（１０）
【００９４】
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【化１０】

で表される化合物（アミノアルキルトリアルコキシシランなど）、１当量のＮ－ヒドロキ
シスクシンイミド（ＮＨＳ）、及び、１当量のＮ－エチル－Ｎ'－３－ジアミノプロピル
カルボジイミド（ＥＤＣ）を添加し、その溶液を３時間攪拌する。このようにして、一般
式（２）で表される化合物のメタノール溶液を得ることができる。
【００９５】
　一般式（３）で表される化合物は、商業的に入手可能である。
【００９６】
　一般式（４）で表される化合物は、商業的に入手可能であるか、又は、トリアルコキシ
アルキルカルボン酸無水物などをＮ，Ｎ－ジメチルアミノピリジンの存在下でアルカリ加
水分解することによって、得られる。
【００９７】
　本発明の第二の実施形態は、試料に含まれる成分を分析する分析装置であって、本発明
の第一の実施形態によるガラス製品を含む、分析装置である。試料及び試料に含まれる成
分は、特に限定されない。試料としては、例えば、生体試料のような有機物であってもよ
く、試料に含まれる成分としては、生体試料に含まれるタンパク質及び／又はペプチドで
あってもよい。本発明の第二の実施形態における分析装置は、本発明の第一の実施形態に
よるガラス製品を含むことを除いて、特に限定されない。分析装置としては、例えば、本
発明の第一の実施形態によるガラス製品であるキャピラリーを含むキャピラリー電気泳動
装置、本発明の第一の実施形態によるガラス製品であるマイクロチップを含むマイクロチ
ップ電気泳動装置、及び本発明の第一の実施形態によるガラス製品であるマイクロチップ
を含むポンプ式泳動装置が挙げられる。本発明の第二の実施形態における分析装置は、好
ましくは、（キャピラリー及びマイクロチップのような）本発明の第一の実施形態による
ガラス製品を含む（キャピラリー電気泳動装置及びマイクロチップ電気泳動装置のような
）電気泳動装置である。このような電気泳動装置においては、（キャピラリー及びマイク
ロチップのような）本発明の第一の実施形態によるガラス製品に試料を適用し、試料の両
端に一定の電圧を印加する。その結果、試料に含まれる成分が、試料に印加された電場に
よって、電気泳動すると共に分離及び分析される。
【００９８】
　本発明の第三の実施形態は、試料に含まれる成分を分析する分析方法であって、本発明
の第一の実施形態によるガラス製品を用いて、試料に含まれる成分を分析する、分析方法
である。試料及び試料に含まれる成分は、特に限定されない。試料としては、例えば、生
体試料のような有機物であってもよく、試料に含まれる成分としては、生体試料に含まれ
るタンパク質及び／又はペプチドであってもよい。本発明の第三の実施形態における分析
方法は、本発明の第一の実施形態によるガラス製品を用いて、試料に含まれる成分を分析
することを除いて、特に限定されない。分析方法としては、例えば、本発明の第一の実施
形態によるガラス製品であるキャピラリーを用いるキャピラリー電気泳動方法、本発明の
第一の実施形態によるガラス製品であるマイクロチップを用いるマイクロチップ電気泳動
方法、及び本発明の第一の実施形態によるガラス製品であるマイクロチップを用いるポン
プ式泳動方法が挙げられる。本発明の第三の実施形態における分析方法は、好ましくは、
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（キャピラリー及びマイクロチップのような）本発明の第一の実施形態によるガラス製品
を用いる（キャピラリー電気泳動方法及びマイクロチップ電気泳動方法のような）電気泳
動方法である。このような電気泳動方法においては、（キャピラリー及びマイクロチップ
のような）本発明の第一の実施形態によるガラス製品に試料を適用し、試料の両端に一定
の電圧を印加する。その結果、試料に含まれる成分が、試料に印加された電場によって、
電気泳動すると共に分離及び分析される。
【００９９】
　図１は、本発明の実施形態による分析装置の例としてのキャピラリー電気泳動装置を説
明する図である。
【０１００】
　図１に示すキャピラリー電気泳動装置１０は、電源１１、電源１１の一方の端子（例え
ば、＋端子）に接続された第一の電極１２ａ（例えば、陽極）、電源１１の他方の端子（
例えば、－端子）に接続された第二の電極１２ｂ（陰極）、電解溶液１３を保持するため
の二つのセル１４ａ、１４ｂ、検出器１６及び、本発明の実施形態によるガラス製品の例
としてのガラスキャピラリー１５を含む。なお、検出器１６は、例えば、公知の吸光光度
法による検出器であってもよい。
【０１０１】
　ここで、二つのセル１４ａ、１４ｂには、電解溶液１３が保持され、ガラスキャピラリ
ー１５の流路は、毛管現象によって自発的に電解溶液１３で満たされる。また、第一の電
極１２ａは、セル１４ａに保持された電界溶液１３に浸され、第二の電極１２ｂは、セル
１４ｂに保持された電界溶液１３に浸される。なお、電解溶液は、電解質、及び電解質を
溶解させる溶媒を含む。また、ガラスキャピラリー１５の流路の内壁は、一般式（１）で
表される化合物及び／又は一般式（２）で表される化合物である第一の化合物、並びに一
般式（３）で表される化合物又は一般式（４）で表される化合物である第二の化合物を含
む処理剤で処理されている。
【０１０２】
　次に、試料をキャピラリーに注入後、キャピラリーの両端を電解溶液１３に浸漬し、電
源１１のスイッチをオンにすると、第一の電極１２ａと第二の電極１２ｂとの間に印加さ
れる電場によって、キャピラリー内に満たされた電解溶液１３に電気浸透流が発生する。
これにより、キャピラリー内の試料の成分は、第一の電極１２ａから第二の電極１２ｂへ
向かって移動する。電解溶液１３に含まれる試料の成分の移動速度は、試料の成分に依存
しており、検出部まで泳動した試料を検出器１６によって分析することができる。
【０１０３】
　図２は、本発明の実施形態による分析装置の例としてのマイクロチップ電気泳動装置を
説明する図である。
【０１０４】
　図２に示すマイクロチップ電気泳動装置２０は、本発明の実施形態によるガラス製品の
例としてのマイクロチップ２１、電源２２、検出器２３を含む。マイクロチップ２１には
、マイクロチャネル２４が設けられており、マイクロチャネル２４は、図２においては、
十字形の流路である。マイクロチャネル２４の一方の方向における流路の両端には、試料
注入口２５ａ１、２５ａ２が設けられており、マイクロチャネル２４の他方の方向におけ
る流路の両端には、試料注入口２５ｂ１、２５ｂ２が設けられている。そして、それぞれ
の試料注入口は、図示してない微小電極を有する。また、電源２２の端子は、試料注入口
２５ａ２の微小電極に接続されており、試料注入口２５ａ１、２５ｂ１の微小電極は接地
されている。また、泳動溶液は、試料注入口２５ａ１、２５ａ２、２５ｂ１、２５ｂ２の
いずれかを通じて、マイクロチャネル２４内に注入され、マイクロチャネル２４は、毛管
現象によって自発的に泳動溶液で満たされる。なお、検出器２３は、泳動した成分を検出
するものであり、検出器２３は、例えば、公知の吸光光度法による検出器であってもよい
。なお、電解溶液は、電解質、及び電解質を溶解させる溶媒を含む。また、マイクロチャ
ネル２４の内壁は、一般式（１）で表される化合物及び／又は一般式（２）で表される化



(26) JP 4809150 B2 2011.11.9

10

20

30

40

50

合物である第一の化合物、並びに一般式（３）で表される化合物又は一般式（４）で表さ
れる化合物である第二の化合物を含む処理剤で処理されている。
【０１０５】
　次に、電源２２のスイッチをオンにすると、試料注入口２５ａ１と試料注入口２５ａ２
、試料注入口２５ｂ１と試料注入口２５ａ２との間に印加される電場によって、マイクロ
チャネル２４内の電解溶液に試料注入口２５ａ２から試料注入口２５ａ１への及び試料注
入口２５ａ２から試料注入口２５ｂ１への方向に電気浸透流が発生する。このとき、電気
浸透流の大きさは電場の大きさに比例するので、試料注入口２５ａ２から試料注入口２５
ａ１への方向の電気浸透流の方が、試料注入口２５ａ２から試料注入口２５ｂ１への方向
の電気浸透流よりも大きい。この状態で試料注入口２５ｂ２よりポンプ等で試料溶液を注
入すると、試料注入口２５ａ２から試料注入口２５ａ１への電気浸透流の方が大きいため
、試料溶液は、試料注入口２５ｂ２から試料注入口２５ａ１へ向かって移動する。ここで
、電源２２のスイッチを瞬間的にオフにすると、電気浸透流がなくなるため、試料溶液は
、試料注入口２５ｂ２からすべての試料注入口へ向かって移動する。その後すぐにスイッ
チをオンにすると、試料注入口２５ｂ１側に移動した試料溶液だけが区切られて、試料注
入口２５ｂ１に向かって泳動する。この試料溶液に含まれる成分の移動速度は、試料の成
分に依存しており、泳動した試料の成分を、ある一定の時間にわたって検出器２３によっ
て検出し、試料に含まれる成分の種類及び含有量を分析することができる。
【０１０６】
　図３は、本発明の実施形態による分析方法の例としてのキャピラリー又はマイクロチッ
プ電気泳動方法の第一の例を説明する図である。
【０１０７】
　図３は、キャピラリー又はマイクロチップ電気泳動装置に含まれる、本発明の実施形態
によるガラス製品の例としてのキャピラリー３１又は本発明の実施形態によるガラス製品
の例としてのマイクロチップのマイクロチャネル３１の一部を模式的に示している。キャ
ピラリー又はマイクロチャネル３１の壁面は、第一の化合物３２及び第二の化合物３３で
処理されている。すなわち、第一の化合物３２及び第二の化合物３３が、一定の割合でキ
ャピラリー又はマイクロチャネル３１の壁面に結合している。第一の化合物３２は、一般
式（１）で表される化合物及び／又は一般式（２）で表される化合物であり、両性イオン
性基であるホスホリルコリン基（ＰＣ）を有する。第二の化合物３３は、一般式（３）で
表される化合物であり、正の電荷を有する（ことができる）陽性基を有する。
【０１０８】
　次に、キャピラリー又はマイクロチャネル３１を、試料及び電解質を含む泳動溶液で満
たす。試料は、正に帯電した成分３４、電気的に中性の成分３５、負に帯電した成分３６
を含み得る。また、電解質は、泳動溶液中で陽イオン及び陰イオン３７に電離する。ここ
で、キャピラリー又はマイクロチャネル３１の壁面に対する、試料に含まれる、正に帯電
した成分３４、電気的に中性の成分３５、負に帯電した成分３６の吸着は、キャピラリー
又はマイクロチャネル３１の壁面に結合する、両性イオン性基であるホスホリルコリン基
を有する第一の化合物３２によって、抑制される。
【０１０９】
　一方、電解質から電離した陰イオン３７は、キャピラリー又はマイクロチャネル３１の
壁面に結合する、正の電荷を有する（ことができる）陽性基を有する第二の化合物３３に
、引き寄せられる。この状態で、キャピラリー又はマイクロチャネル３１の両端に設けら
れた陽極３８及び陰極３９の間に電圧を印加すると、陰イオン３７は、陰極３９側から陽
極３８側へ移動し、電気浸透流を発生させる。一方、電気泳動によって、正に帯電した成
分３４には、陰極３９側へ移動する力が働き、負に帯電した成分３６には、陽極３８側へ
移動する力が働く。しかしながら、通常、電気浸透流によって移動する力は、電気泳動に
よって移動する力よりもはるかに大きい。よって、正に帯電した成分３４は、電気浸透流
の流れと電気泳動によって移動する流れとの差の流れと共に陽極３８側へ移動する。また
、電気的に中性の成分３５には、電気泳動によって移動する力が働かないので、電気的に
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中性の成分３５は、電気浸透流の流れと共に陽極３８側へ移動する。さらに、負に帯電し
た成分３６は、電気浸透流の流れと電気泳動によって移動する流れとの和の流れと共に陽
極３８側へ移動する。このようにして、正に帯電した成分３４、電気的に中性の成分３５
、負に帯電した成分３６は、異なる泳動時間でキャピラリー又はマイクロチャネル３１を
移動し、異なる泳動時間で検出される。
【０１１０】
　図４は、本発明の実施形態による分析方法の例としてのキャピラリー又はマイクロチッ
プ電気泳動方法の第二の例を説明する図である。
【０１１１】
　図４は、キャピラリー又はマイクロチップ電気泳動装置に含まれる、本発明の実施形態
によるガラス製品の例としてのキャピラリー４１又は本発明の実施形態によるガラス製品
の例としてのマイクロチップのマイクロチャネル４１の一部を模式的に示している。キャ
ピラリー又はマイクロチャネル４１の壁面は、第一の化合物４２及び第二の化合物４３で
処理されている。すなわち、第一の化合物４２及び第二の化合物４３が、一定の割合でキ
ャピラリー又はマイクロチャネル４１の壁面に結合している。第一の化合物４２は、一般
式（１）で表される化合物及び／又は一般式（２）で表される化合物であり、両性イオン
性基であるホスホリルコリン基（ＰＣ）を有する。第二の化合物４３は、一般式（４）で
表される化合物であり、負の電荷を有する（ことができる）陰性基を有する。
【０１１２】
　次に、キャピラリー又はマイクロチャネル４１を、試料及び電解質を含む泳動溶液で満
たす。試料は、正に帯電した成分４４、電気的に中性の成分４５、負に帯電した成分４６
を含み得る。また、電解質は、泳動溶液中で陽イオン４７及び陰イオンに電離する。ここ
で、キャピラリー又はマイクロチャネル４１の壁面に対する、試料に含まれる、正に帯電
した成分４４、電気的に中性の成分４５、負に帯電した成分４６の吸着は、キャピラリー
又はマイクロチャネル４１の壁面に結合する、両性イオン性基であるホスホリルコリン基
を有する第一の化合物４２によって、抑制される。
【０１１３】
　一方、電解質から電離した陽イオン４７は、キャピラリー又はマイクロチャネル４１の
壁面に結合する、負の電荷を有する（ことができる）陰性基を有する第二の化合物４３に
、引き寄せられる。この状態で、キャピラリー又はマイクロチャネル４１の両端に設けら
れた陽極４８及び陰極４９の間に電圧を印加すると、陽イオン４７は、陽極４８側から陰
極４９側へ移動し、電気浸透流を発生させる。一方、電気泳動によって、正に帯電した成
分４４には、陰極４９側へ移動する力が働き、負に帯電した成分４６には、陽極４８側へ
移動する力が働く。しかしながら、通常、電気浸透流によって移動する力は、電気泳動に
よって移動する力よりもはるかに大きい。よって、正に帯電した成分４４は、電気浸透流
の流れと電気泳動によって移動する流れとの和の流れと共に陰極４９側へ移動する。また
、電気的に中性の成分４５には、電気泳動によって移動する力が働かないので、電気的に
中性の成分４５は、電気浸透流の流れと共に陰極４９側へ移動する。さらに、負に帯電し
た成分４６は、電気浸透流の流れと電気泳動によって移動する流れとの差の流れと共に陰
極４９側へ移動する。このようにして、正に帯電した成分４４、電気的に中性の成分４５
、負に帯電した成分４６は、異なる泳動時間でキャピラリー又はマイクロチャネル４１を
移動し、異なる泳動時間で検出される。
【０１１４】
　［実施例］
　次に、本発明の実施例を図面と共に説明する。
【０１１５】
　［製造例１］
　（化合物（１）の製造）
　４５０ｍｇのＬ－α－グリセロホスホリルコリン（日本精化）を１５ｍＬの蒸留水に溶
解し、得られた水溶液を氷水浴中で冷却した。その水溶液に７５０ｍｇの過ヨウ素酸ナト
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リウム（和光純薬工業株式会社）を添加し、その水溶液を５時間攪拌した。得られた反応
液を減圧濃縮及び減圧乾燥し、アルデヒド基を有するホスホリルコリン誘導体をメタノー
ル中へ抽出した。７．５ｇの得られたホスホリルコリン誘導体を、３０ｍＬのメタノール
に溶解させ、そのメタノール溶液に３．６ｇの３－アミノプロピルトリメトキシシラン（
信越化学工業株式会社）を添加した。この混合溶液を、室温で５時間攪拌した後、氷冷し
、その溶液に２．５ｇのシアノトリヒドロホウ酸ナトリウム（和光純薬工業株式会社）を
添加し、その溶液を室温で１６時間攪拌した。得られた沈殿をろ過し、化合物（１）（一
般式（１）で表される化合物であって、ｍ１＝３、ｎ１＝２、Ｘ１１、Ｘ１２、Ｘ１３の
全て＝ＣＨ３Ｏである化合物）のメタノール溶液（化合物（１）の濃度＝４重量％）を得
た。
【０１１６】
　［製造例２］
　（化合物（２）の製造）
　５ｇのＬ－α－グリセロホスホリルコリン（日本精化）、１７ｇの過ヨウ素酸ナトリウ
ム（和光純薬工業株式会社）、８１ｍｇの三塩化ルテニウム水和物（和光純薬工業株式会
社）を、７０ｇのイオン交換水及び３０ｇのアセトニトリルの混合液に溶解した。得られ
た溶液を、室温で２時間攪拌した後、ろ過し、その濾液から溶媒を除去した。得られた固
形物からメタノール中へカルボキシル基を有するホスホリルコリン誘導体を抽出し、その
抽出物を減圧濃縮及び減圧乾燥した。３ｇの得られたホスホリルコリン誘導体を１００ｍ
Ｌのメタノールに溶解し、得られたメタノール溶液に、１．１ｇの３－アミノプロピルト
リメトキシシラン（信越化学工業株式会社）、１．４ｇのＮ－ヒドロキシスクシンイミド
（和光純薬工業株式会社）、及び、２．４ｇのＮ－エチル－Ｎ'－３－ジメチルアミノプ
ロピルカルボジイミド（シグマアルドリッチ）を添加し、－１０℃で１６時間反応を行い
、化合物（２）（一般式（２）で表される化合物であって、ｍ２＝３、ｎ２＝２、Ｘ２１
、Ｘ２２、Ｘ２３の全て＝ＣＨ３Ｏである化合物）のメタノール溶液（化合物（２）の濃
度＝４重量％）を得た。
【０１１７】
　［実施例１］
　（電気泳動装置用ガラスキャピラリー１）
　製造例１で製造した化合物（１）のメタノール溶液と３－アミノプロピルトリメトキシ
シラン（信越化学工業株式会社）（一般式（３）で表される化合物であって、ｍ３＝３、
Ｘ３１、Ｘ３２、Ｘ３３の全て＝ＣＨ３Ｏ、Ｒ１＝ＮＨ２である化合物）の１重量％水溶
液を９５：５の体積比で混合させることによって得た溶液（処理剤、化合物（１）の物質
量：３－アミノプロピルトリメトキシシランの物質量＝３４：１）を、５０μｍの内径及
び３０ｃｍの長さを備えたフューズドシリカ製キャピラリー（Ａｇｉｌｅｎｔ　Ｔｅｃｈ
ｎｏｌｏｇｙ）内に通液し、そのキャピラリーを８０℃で２時間加熱して、電気泳動装置
用ガラスキャピラリー１を得た。
【０１１８】
　この電気泳動装置用ガラスキャピラリー１を市販のキャピラリー電気泳動装置（３ＤＣ
Ｅ、ＨＥＷＬＥＴＴ　ＰＡＣＫＡＲＤ）に取り付けた。そして、電気泳動装置用ガラスキ
ャピラリー１を備えたキャピラリー電気泳動装置を用いて、５０ｍＭ、ｐＨ＝７に調製し
たリン酸塩緩衝水溶液を泳動溶媒とし、試料としてリゾチーム、アルブミン、γ－グロブ
リンのキャピラリー電気泳動（泳動溶液に印加した電圧＝１５ｋＶ）を行った。図５は、
実施例１におけるキャピラリー電気泳動によって得られた試料の電気泳動図を示す。ここ
で、図５の横軸は、キャピラリー電気泳動の泳動時間（分）を表し、図５の縦軸は、試料
成分の検出信号強度（任意単位）である。なお、検出信号のピークの帰属は、リゾチーム
、アルブミン、γ－グロブリンの各々を別個に電気泳動することによって得た電気泳動図
に基づいて行った。
【０１１９】
　電気泳動装置用ガラスキャピラリー１を用いて試料の電気泳動を行った場合には、図５
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に示すように、中性（ｐＨ＝７）の泳動溶液を用いても、試料に含まれるタンパク質の全
て（リゾチーム、アルブミン、γ－グロブリン）を、高い分離度で分離すると共に１０分
以内の短い時間で検出することができた。
【０１２０】
　［実施例２］
　（電気泳動装置用ガラスキャピラリー２）
　製造例２で製造した化合物（２）のメタノール溶液と３－アミノプロピルトリメトキシ
シラン（信越化学工業株式会社）（一般式（３）で表される化合物であって、ｍ３＝３、
Ｘ３１、Ｘ３２、Ｘ３３の全て＝ＣＨ３Ｏ、Ｒ１＝ＮＨ２である化合物）の１重量％）水
溶液を９０：１０の体積比で混合させることによって得た溶液（処理剤、化合物（２）の
物質量：３－アミノプロピルトリメトキシシランの物質量＝１６：１）を、５０μｍの内
径及び３０ｃｍの長さを備えたフューズドシリカ製キャピラリー（Ａｇｉｌｅｎｔ　Ｔｅ
ｃｈｎｏｌｏｇｙ）内に通液し、そのキャピラリーを８０℃で２時間加熱して、電気泳動
装置用ガラスキャピラリー２を得た。
【０１２１】
　この電気泳動装置用ガラスキャピラリー２を市販のキャピラリー電気泳動装置（３ＤＣ
Ｅ、ＨＥＷＬＥＴＴ　ＰＡＣＫＡＲＤ）に取り付けた。そして、電気泳動装置用ガラスキ
ャピラリー２を備えたキャピラリー電気泳動装置を用いて、５０ｍＭ、ｐＨ＝７に調製し
たリン酸塩緩衝水溶液を泳動溶媒とし、試料としてリゾチーム、アルブミン、γ－グロブ
リンのキャピラリー電気泳動（泳動溶液に印加した電圧＝１５ｋＶ）を行った。図６は、
実施例２におけるキャピラリー電気泳動によって得られた試料の電気泳動図を示す。ここ
で、図６の横軸は、キャピラリー電気泳動の泳動時間（分）を表し、図６の縦軸は、試料
成分の検出信号強度（任意単位）である。なお、検出信号のピークの帰属は、リゾチーム
、アルブミン、γ－グロブリンの各々を別個に電気泳動することによって得た電気泳動図
に基づいて行った。
【０１２２】
　電気泳動装置用ガラスキャピラリー２を用いて試料の電気泳動を行った場合には、図６
に示すように、中性（ｐＨ＝７）の泳動溶液を用いても、試料に含まれるタンパク質の全
て（リゾチーム、アルブミン、γ－グロブリン）を、高い分離度で分離すると共に１０分
以内の短い時間で検出することができた。
【０１２３】
　［比較例１］
　（ＰＶＡコーティングキャピラリー）
　市販品である、５０μｍの内径及び３０ｃｍの長さを備えたポリビニルアルコール（Ｐ
ＶＡ）コーティングキャピラリー（Ａｇｉｌｅｎｔ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ）を市販のキ
ャピラリー電気泳動装置（３ＤＣＥ、ＨＥＷＬＥＴＴ　ＰＡＣＫＡＲＤ）に取り付けた。
そして、ＰＶＡコーティングキャピラリーを備えたキャピラリー電気泳動装置を用いて、
ＰＶＡコーティングキャピラリーの添付規格書を参照して５０ｍＭ、ｐＨ＝３に調製した
リン酸塩緩衝水溶液を泳動溶媒とし、試料としてリゾチーム、アルブミン、γ－グロブリ
ンのキャピラリー電気泳動（泳動溶液に印加した電圧＝１５ｋＶ）を行った。図７は、比
較例１におけるキャピラリー電気泳動によって得られた試料の電気泳動図を示す。ここで
、図７の横軸は、キャピラリー電気泳動の泳動時間（分）を表し、図７の縦軸は、試料成
分の検出信号強度（任意単位）である。なお、検出信号のピークの帰属は、リゾチーム、
アルブミン、γ－グロブリンの各々を別個に電気泳動することによって得た電気泳動図に
基づいて行った。
【０１２４】
　ＰＶＡコーティングキャピラリーを用いて試料の電気泳動を行った場合には、酸性（ｐ
Ｈ＝３）の泳動溶液を用いる必要があり、図７に示すように、試料に含まれるタンパク質
（リゾチーム、アルブミン、γ－グロブリン）のうちリゾチーム及びアルブミンを分離し
て検出することができなかった。
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【０１２５】
　［比較例２］
　（化合物（２）コーティングキャピラリー）
　製造例２で製造した化合物（２）のメタノール溶液のみを、５０μｍの内径及び３０ｃ
ｍの長さを備えたフューズドシリカ製キャピラリー（Ａｇｉｌｅｎｔ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏ
ｇｙ）内に通液し、そのキャピラリーを８０℃で２時間加熱して、化合物（２）コーティ
ングキャピラリーを得た。
【０１２６】
　この化合物（２）コーティングキャピラリーを市販のキャピラリー電気泳動装置（３Ｄ
ＣＥ、ＨＥＷＬＥＴＴ　ＰＡＣＫＡＲＤ）に取り付けた。そして、化合物（２）コーティ
ングキャピラリーを備えたキャピラリー電気泳動装置を用いて、５０ｍＭ、ｐＨ＝７に調
製したリン酸塩緩衝水溶液を泳動溶媒とし、試料としてリゾチーム、アルブミン、γ－グ
ロブリンのキャピラリー電気泳動（泳動溶液に印加した電圧＝１５ｋＶ）を行った。図８
は、比較例２におけるキャピラリー電気泳動によって得られた試料の電気泳動図を示す。
ここで、図８の横軸は、キャピラリー電気泳動の泳動時間（分）を表し、図８の縦軸は、
試料成分の検出信号強度（任意単位）である。なお、検出信号のピークの帰属は、リゾチ
ーム、アルブミン、γ－グロブリンの各々を別個に電気泳動することによって得た電気泳
動図に基づいて行った。
【０１２７】
　化合物（２）コーティングキャピラリーを用いて試料の電気泳動を行った場合には、図
８に示すように、２０分の泳動時間の経過後であっても、試料に含まれるタンパク質（リ
ゾチーム、アルブミン、γ－グロブリン）のうちアルブミンを検出することができなかっ
た。
【０１２８】
　実施例１及び実施例２の結果から、化合物（１）又は化合物（２）及び３－アミノプロ
ピルトリメトキシシランを含む処理剤で処理した内壁を備えた電気泳動装置用ガラスキャ
ピラリー１又は２においては、試料に含まれるタンパク質（リゾチーム、アルブミン、γ
－グロブリン）が電気泳動装置用ガラスキャピラリー１又は２の内壁に吸着することを抑
制すると共に泳動溶液に電気浸透流を発生させることによって、試料に含まれる各々のタ
ンパク質を高い分離度で且つ短時間に分離することができるものと考えられる。また、処
理剤に含まれる化合物（１）又は化合物（２）及び３－アミノプロピルトリメトキシシラ
ンの割合を変化させることによって、泳動溶液に発生する電気浸透流を制御することがで
き、試料に含まれる各々のタンパク質の泳動時間を制御することができるものと考えられ
る。
【０１２９】
　比較例１の結果から、親水性重合体のＰＶＡで処理した内壁を備えたＰＶＡコーティン
グキャピラリーにおいては、キャピラリーの内壁を被覆するＰＶＡによって、泳動溶液に
含まれるリン酸塩のイオンがキャピラリーの内壁付近に引き寄せられることを阻害され、
電気浸透流の発生が抑制されると考えられる。その結果、試料に含まれる各タンパク質は
、各タンパク質の電気泳動のみによって、分離されることになり、キャピラリーの流路の
長さが短い場合には、試料に含まれる各タンパク質の分離度が低下するものと考えられる
。また、試料に含まれる各タンパク質を、各タンパク質の電気泳動のみによって分離する
ために、試料に含まれる全てのタンパク質（リゾチーム、アルブミン、γ－グロブリン）
を、正に帯電させる必要があり、分析に用いられる泳動溶液は、酸性の泳動溶液に限定さ
れる。
【０１３０】
　比較例２の結果から、化合物（２）のみで処理した内壁を備えた化合物（２）コーティ
ングキャピラリーにおいては、キャピラリーの内壁を被覆する電気的に中性な化合物（２
）によって、泳動溶液に含まれるリン酸塩のイオンがキャピラリーの内壁付近に引き寄せ
られることを阻害され、電気浸透流の発生が必要以上に抑制されると考えられる。その結
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ことになり、キャピラリーの流路の長さが短い場合には、試料に含まれる各タンパク質の
分離度が低下するものと考えられる。
【０１３１】
　以上、本発明の実施の形態（実施形態）及び実施例を具体的に説明してきたが、本発明
は、これらの実施の形態（実施形態）及び実施例に限定されるものではなく、これら本発
明の実施の形態（実施形態）及び実施例を、本発明の主旨及び範囲を逸脱することなく、
変更又は変形することができる。
【０１３２】
　［付記］
　付記（１）：
　ガラス製品であって、
　当該ガラス製品の少なくとも一部の面が処理剤によって処理されており、
　該処理剤は、
　一般式（１）
【０１３３】
【化１】

で表される化合物、
　一般式（２）
【０１３４】
【化２】

で表される化合物、並びに
　該一般式（１）で表される化合物及び該一般式（２）で表される化合物の組み合わせ
からなる群より選択される第一の化合物、並びに
　一般式（３）
【０１３５】
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【化３】

で表される化合物及び
　一般式（４）
【０１３６】

【化４】

で表される化合物
からなる群より選択される第二の化合物を含み、
　一般式（１）において、
　　ｍ１は、１以上の整数であり、
　　ｎ１は、１以上４以下の整数であり、
　　Ｘ１１、Ｘ１２、及びＸ１３は、それぞれ独立に、アルキル基、アルコキシ基、及び
ハロゲン原子からなる群より選択される基であると共にＸ１１、Ｘ１２、及びＸ１３の少
なくとも一つは、アルコキシ基及びハロゲン原子からなる群より選択される基であり、
　一般式（２）において、
　　ｍ２は、１以上の整数であり、
　　ｎ２は、１以上４以下の整数であり、
　　Ｘ２１、Ｘ２２、及びＸ２３は、それぞれ独立に、アルキル基、アルコキシ基、及び
ハロゲン原子からなる群より選択される基であると共にＸ２１、Ｘ２２、及びＸ２３の少
なくとも一つは、アルコキシ基及びハロゲン原子からなる群より選択される基であり、
　一般式（３）において、
　　ｍ３は、１以上の整数であり、
　　Ｒ１は、陽性基を含む基であり、
　　Ｘ３１、Ｘ３２、及びＸ３３は、それぞれ独立に、アルキル基、アルコキシ基、及び
ハロゲン原子からなる群より選択される基であると共にＸ３１、Ｘ３２、及びＸ３３の少
なくとも一つは、アルコキシ基及びハロゲン原子からなる群より選択される基であり、
　一般式（４）において、
　　ｍ４は、１以上の整数であり、
　　Ｒ２は、陰性基を含む基であり、
　　Ｘ４１、Ｘ４２、及びＸ４３は、それぞれ独立に、アルキル基、アルコキシ基、及び
ハロゲン原子からなる群より選択される基であると共にＸ４１、Ｘ４２、及びＸ４３の少
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なくとも一つは、アルコキシ基及びハロゲン原子からなる群より選択される基である
ことを特徴とするガラス製品。
【０１３７】
　付記（２）：
　ｍ１、ｍ２、ｍ３、及びｍ４の少なくとも一つは、２以上の整数であることを特徴とす
る、付記（１）に記載のガラス製品。
【０１３８】
　付記（３）：
　ｍ１、ｍ２、ｍ３、及びｍ４の少なくとも一つは、６以下の整数であることを特徴とす
る、付記（１）又は（２）に記載のガラス製品。
【０１３９】
　付記（４）：
　Ｘ１１、Ｘ１２、Ｘ１３、Ｘ２１、Ｘ２２、Ｘ２３、Ｘ３１、Ｘ３２、Ｘ３３、Ｘ４１
、Ｘ４２、及びＸ４３の少なくとも一つは、メトキシ基及びエトキシ基からなる群より選
択されるアルコキシ基であることを特徴とする、付記（１）乃至（３）のいずれか一つに
記載のガラス製品。
【０１４０】
　付記（５）：
　前記陽性基は、アミノ基、第一のアルキル基で置換されたアミノ基、アンモニウム基、
第二のアルキル基で置換されたアンモニウム基からなる群より選択される基を含むことを
特徴とする、付記（１）乃至（４）のいずれか一つに記載のガラス製品。
【０１４１】
　付記（６）：
　前記第一のアルキル基及び前記第二のアルキル基の少なくとも一つは、メチル基、エチ
ル基、プロピル基、及びイソプロピル基からなる群より選択されるアルキル基であること
を特徴とする、付記（５）に記載のガラス製品。
【０１４２】
　付記（７）：
　前記陰性基は、カルボキシル基、カルボン酸塩の基、スルホン酸基、スルホン酸塩の基
、リン酸基、リン酸塩の基からなる群より選択される基を含むことを特徴とする、付記（
１）乃至（４）のいずれか一つに記載のガラス製品。
【０１４３】
　付記（８）：
　前記第一の化合物は、前記一般式（２）で表される化合物であることを特徴とする、付
記（１）乃至（７）のいずれか一つに記載のガラス製品。
【０１４４】
　付記（９）：
　前記第一の化合物の物質量及び前記第二の化合物の物質量の総量に対する、前記第一の
化合物の物質量の総量の比は、０．８０以上であることを特徴とする、付記（１）乃至（
８）のいずれか一つに記載のガラス製品。
【０１４５】
　付記（１０）：
　前記第一の化合物の物質量及び前記第二の化合物の物質量の総量に対する、前記第二の
化合物の物質量の比は、０．０５以上であることを特徴とする、付記（１）乃至（９）の
いずれか一つに記載のガラス製品。
【０１４６】
　付記（１１）：
　試料に含まれる成分を分析する分析装置であって、
　付記（１）乃至（１０）のいずれか一つに記載のガラス製品を含むことを特徴とする分
析装置。
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【０１４７】
　付記（１２）：
　試料に含まれる成分を分析する分析方法であって、
　付記（１）乃至（１０）のいずれか一つに記載のガラス製品を用いて、試料に含まれる
成分を分析することを特徴とする分析方法。
【図面の簡単な説明】
【０１４８】
【図１】図１は、本発明の実施形態による分析装置の例としてのキャピラリー電気泳動装
置を説明する図である。
【図２】図２は、本発明の実施形態による分析装置の例としてのマイクロチップ電気泳動
装置を説明する図である。
【図３】図３は、本発明の実施形態による分析方法の例としてのキャピラリー又はマイク
ロチップ電気泳動方法の第一の例を説明する図である。
【図４】図４は、本発明の実施形態による分析方法の例としてのキャピラリー又はマイク
ロチップ電気泳動方法の第二の例を説明する図である。
【図５】図５は、実施例１におけるキャピラリー電気泳動によって得られた試料の電気泳
動図を示す。
【図６】図６は、実施例２におけるキャピラリー電気泳動によって得られた試料の電気泳
動図を示す。
【図７】図７は、比較例１におけるキャピラリー電気泳動によって得られた試料の電気泳
動図を示す。
【図８】図８は、比較例２におけるキャピラリー電気泳動によって得られた試料の電気泳
動図を示す。
【符号の説明】
【０１４９】
　１０　　キャピラリー電気泳動装置
　１１，２２　　電源
　１２ａ　　第一の電極
　１２ｂ　　第二の電極
　１３　　電解溶液
　１４ａ，１４ｂ　　セル
　１５　　ガラスキャピラリー
　１６，２３　　検出器
　２０　　マイクロチップ電気泳動装
　２１　　マイクロチップ
　２４　　マイクロチャネル
　２５ａ１，２５ａ２，２５ｂ１，２５ｂ２　　試料注入口
　３１，４１　　キャピラリー又はマイクロチャネル
　３２，４２　　第一の化合物
　３３，４３　　第二の化合物
　３４，４４　　正に帯電した成分
　３５，４５　　電気的に中性の成分
　３６，４６　　負に帯電した成分
　３７　　陰イオン
　３８，４８　　陽極
　３９，４９　　陰極
　４７　　陽イオン
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